
 

 

 

 

 

 

いよいよ新年度、令和８年度がスタートしました。 

長引く物価高の影響が続く中、日本の物価情勢は「一過性のショ

ック」を通り越し、社会の仕組みを根本から作り替える「物価高

の定着期」に入っているとも言え、さらに深刻な人手不足など、

地域の中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境は依然として

厳しい状況にあります。また、当地域のような中山間地において

は、自然減と社会減による人口減少が地域産業・経済の疲弊に拍

車をかけているといえます。 

このような様々な不安を抱える状況の中、地域の商工業者を支え

ていく経済団体として、「最も身近な経営相談所」となるよう経営

支援のニーズの掘り起しを図り、地域商 

工業者の皆さまの持続的発展を目指し、 

新たな気持ちでその責務を果たすよう一 

層の努力をしてまいりますのでよろしく 

お願いいたします。 

尚、商工会職員として長年にわたり勤務して来ました今井恵子さ

んが、３月末をもって退職いたしました。今後、１名減の事務局

体制となりますが、会員の皆さま方には、ご迷惑のかからないよ

う取り組んでまいりますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

下呂市では、複雑化する行政課題や多様な市民ニーズに的確に応

えるため、4月1日付けで組織の再編が行われました。 

今回の再編では第三次総合計画の理念を支える３つの視点、

「SDGs」「GX」「DX」をまちづくりの柱として推 

進し、人口減少対策など市の重要課題に柔軟に対応 

できる組織を目指しています。 

※ 再編となった部署 ※ 

【総務部】 

総務課とデジタル課を統合し「総務デジタル課」へ再編、「DX戦

略室」を設置。手続きの簡素化と市民サービスの向上を推進。 

【総合政策部】 

これまでの「まちづくり推進部」に、地域振興や産業振興などを

担う課を統合・再編し、名称を「総合政策部」に変更。人口減少

対策や関係人口の創出に係る施策および地域政策課題に対応する

「地域創生課」を設置し、移住定住や多文化共生など、暮らしや

すい地域づくりを支援。企画課を重要施策の企画調整や各種計画

の推進を担う「総合政策課」と都市政策や総合交通政策を担う「ま

ちづくり政策課」に分け、持続可能で活力あるまちづくりを推進。

また「産業振興課」で商工業振興や企業誘致、創業支援などに取

り組むとともに、ふるさと寄附金の窓口となる 

「ふるさと応援室」を課内室として設置し、 

多様な産業の活性化を図る。 

【市民生活部】 

窓口を担当する「市民生活部」を設置し、部内に「住宅対策課」

を加え、空き家対策、耐震対策、景観づくり、建築指導 

のほか、市営住宅の管理など、住まいや建物に関する 

相談・支援を一体的に行う体制とする。 

【農林環境部】 

農林部と環境部を統合して「農林環境部」として再編。さらに環

境対策課を「環境エネルギー課」に名称変更し、温暖化防止対策

や新エネルギー政策を、森林施策と連携させながら、より専門的

に推進することでGXの実現を目指す。 

【観光文化スポーツ部】 

市の主要産業である観光に、文化とスポーツを統合し「観光文化

スポーツ部」として再編。部内には観光課のほか、 

「スポーツ公園課」と「文化振興課」を置き、分 

野を横断した施策により、交流人口の増加と地域 

経済の活性化を加速させ、まちの魅力を広く発信 

していく。また文化振興課内には「芸術祭推進室」 

を設け、芸術祭開催に向けた体制を強化。 

【基盤整備部】 

建設部、上下水道部、農林部のハード部門を統合し「基盤整備部」

として再編。部内に「道路河川課」、「農林整備課」、「上下水道課」

を設置し、技術系職員の集約により効率的な人材育成を図りなが

ら、災害などへ柔軟に対応できる体制を整える。 

【振興事務所】 

これまでどおり各地域の拠点施設としての役割を担う。地域の政

策課題については総合政策部の地域創生課と連携を 

図りながら迅速な対応を図る。 

【教育委員会】 

新たに「社会教育課」を設置。地域での学びや生涯学習の分野を

専門的に担う体制を強化し、図書館の運営や市民の主体的な学び、

青少年の健全育成を推進。 

【市長直轄】 

「秘書広報課」を市長直轄部局とし、市長活動やシティプロモー 

ションを効果的に展開していく体制を整える。 

 

 

 

 

個人事業者の所得税・消費税の確定申告が終わりました。所得 

税・消費税において、口座振替納税の手続きをしている方は、 

振替日が次のようになります。前日までに預金残高の確認をお 

願いします。 

 

 

 

 

 
 

本補助金は、下呂市独自（下呂市版）の持続化補助金です。 

【補助対象事業】 

①業務効率化（生産性向上）を図る事業 

②売上向上を図る事業   ③販路開拓を図る事業 

④事業承継を図る事業 

【補助対象経費】 

 事業所等改装費、設備および備品購入費、広報費、ウェブサイ 

ト関連費、展示会等出展費、新商品開発費、事業用車両購入・ 

改装費（車両については注意点があります。事前にご相談ください。） 

所得税振替納税日 令和８年４月２３日（木） 

消費税振替納税日 令和８年４月３０日（木） 

発行：萩 原 町 商 工 会 
℡：0576-52-2500 

下呂市萩原町萩原 1166-24 

何事であれ、最終的には自分で考える覚悟がないと、情報の山に埋もれるだけである。 羽生善治/将棋棋士 

 

 

裏面につづきます。 



【補助対象外経費】 

①通常の事業活動のための経費（パソコンなどの汎用的な設備等） 

②単なる取替え更新等の経費（経年劣化箇所の修繕等） 

③過去に実施した事業を定期継続事業として実施する際の経費 

（定期的なチラシ等） 

④市外事業所での事業活動に使用する経費 

⑤他の補助制度により補助金等の交付を受けている経費 

【対象者要件】 

①市内商工会の会員であること 

②市内に事業所を有し、現に市内で事業活動を行っていること 

③市税（法人にあっては、代表者本人の市税を含む。）を完納していること 

【補助金額】 

対象事業の補助対象経費の2／３以内の金額（1,000円未満切 

り捨て）で、1事業者あたり同一年度 上限１０万円  

※予算上限に達し次第、受付終了 

【交付申請期間】 

 令和８年４月１日～５月３１日 

交付申請期間終了後、予算上限に達していない場合は、その後随時、交付申請を受付けます。 

【申請上の注意】 

 令和７年度に当該補助金を申請済みの事業者は、令和８年度で 

は申請できません。申請については、商工会を通じて書類等を 

提出してください。 

 

 

 

 

岐阜県では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生 

臨時交付金」を活用し、令和８年度「中小・小規 

模事業者パワーアップ応援補助金」を実施します。 

【補助対象者】 中小企業者が追加されました。 

県内に主たる事務所を有する中小企業者および小規模事業者  

【補助対象事業】 

 持続的な賃上げにもつながる「稼ぐ力」の強化に向けた事業規 

模拡大や業態転換などに意欲的に取り組む事業 

【補助率・補助上限額】 

事業者区分 申請区分 補助上限額 補助率 

小規模事業者 
一般枠 1,500 千円 1/2 以内 

働いてもらい方改革枠 3,000 千円 2/3 以内 ※ 

中小企業者 働いてもらい方改革枠 5,000 千円 1/2 以内 

※小規模事業者の働いてもらい方改革枠のうち、新たな働く環境づくり 

に要する経費については、1,000千円を上限に補助率10/10を適用。 

【働いてもらい方改革枠の要件】 

・前提として「稼ぐ力」の強化に取り組むものであること。 

・加えて、「新たな働く環境づくり」に取り組むこと。 

・岐阜県商工会連合会のホームページで成果を公表すること。 

   ☆令和７年度採択者の取り組み事例をまとめたサイト☆ 

https://www.gifushoko.or.jp/business/caceeffort/ 

【募集期間】 

  令和８年４月７日（火）～５月１５日（金）１７時 

【交付決定】 ※審査の結果、不採択になる場合があります。 

  令和８年６月下旬～７月上旬（予定） 

【申込方法】 

 支援担当者の伴走支援を受けて作成した補助金申請書に必要書

類を添付し商工会へ提出してください。 

※４月７日（火）１２時から公募要領等の詳細を公開予定。 

お問合せ等については、商工会へご相談ください。また、申請に

あたっては十分な余裕をもってご相談ください。 

 

 

 

本補助金事業は、自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に

基づく販路開拓等の取組や、その取組とあわせて行う業務効率化

（生産性向上）の取組を支援するため、それに要する経費の一部

を補助するものです。 

【補助上限額】 ５０万円 

※インボイス特例対象事業者、賃金引上げ特例対象事業者、両 

特例対象事業者に対する上乗せがあります。 

【補助率】 ２／３ （賃金引上げ特例のうち赤字事業者は３／４） 

【対象経費】 

機械装置費等、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費 

（オンラインによるものも含む）、旅費、新商品開発費、借料、 

委託・外注費 

【公募期間】 

・申請受付開始：令和８年３月６日（金） 

・申請受付締切：令和８年４月３０日（木）１７：００ 

 ※申請する際には、商工会が発行する事業支援計画書（様式 

４）が必要となります。この支援計画書発行の受付締切は 

４月１６日（木）となります。 

【申請方法】 

申請は、電子申請システムのみとなります。郵送での申請は受 

付されません。電子申請にあたっては、GビズＩＤプライムの 

アカウント取得が必要です。 （参考） https://gbiz-id.go.jp/top/ 

【補助事業実施期間】 

交付決定日から事業実施期限（令和９年6月３０日（水）まで） 

【申請にあたっての主な注意点】 

・審査があり、不採択になる場合があります。 

・審査の結果次第では、申請している補助金申請額から減額ま 

たは全額対象外となる場合もあります。 

・事業者自らが検討しているような記載が見られない場合や、 

自らが検討していなかったことが発覚した場合、評価に関わ 

らず不採択・交付決定取消となります。 

 

 
 

多岐にわたる商工会事業を知っていただくとともに、これまでつ

ながりのなかった会員の方とお話ができる絶好の機会とも言えま

す。多くの会員の皆さま方に、ぜひご出席していただきたく、ご

予定のほどよろしくお願いいたします。 

◯開催日時：令和８年５月２５日（月）午後３時～ 

  ◯開催場所：星雲会館 天慶の間 

 

 

maruyama works 丸山 隆さん  （山之口） 

（合同）下呂でつくる 中桐 由起子 さん （萩原） 

プリティーサロン オオマエ 大前 とよ子さん （花池） 

（株）スギ薬局 さん （萩原）      これからよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

☆金融情報 「日本政策金融公庫 マル経融資」☆ 

商工会の経営指導を受けている小規模事業者のみが、商工会の推薦で無担

保・無保証人・低利で利用できる融資制度です。 

【資金使途】 運転資金、設備資金  【融資限度額】 ２，０００万円 

【返済期間】 運転資金・設備資金とも１０年以内（据置期間２年） 

【利  率】 年２．５０（令和８年４月１日現在）※下呂市による利子補給制度もあり。 


